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利用規定の一部改定に関するお知らせ 
 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素は、りそな外為Ｗｅｂサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 
 201４年 3 月 31 日（月）より、りそな外為 Weｂサービスは新機能として「被仕向
送金サービス」および「為替予約明細照会サービス」の追加いたしました。それに伴い
まして「りそな外為Ｗｅｂサービス利用規定」を一部改定させていただきます。 
 
 なお改定内容の詳細につきましては、以下添付の「りそな外為Ｗｅｂサービス利用規
定新旧対照表」または改定後の「りそな外為Ｗｅｂサービス利用規定」をご参照くださ
い。 
 
 ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先またはお取引店までお問い合わ
せください。 

 敬具 
 

記 
 

 

１． 改定日：２０１4 年 3 月 31 日（月） 
２． お問い合わせ先：埼玉りそな銀行法人部 アジアビジネスサポートＧ 
           ＴＥＬ ０４８－８１４－５４５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「りそな外為Ｗｅｂサービス利用規定」 新旧対照表 
変更箇所 変更前 変更後 

第８条 外国送金サ
ービスの取扱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第９条輸入信用状
サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．外国送金サービスとは、契約者の
使用端末からの依頼に基づき、契約
者が指定する指定する送金支払指定
口座から送金資金を引き落としのう
え、外国送金の依頼を受け付けるサ
ービスです。外国送金受付サービスで
は、外貨預金入出金明細照会の機能
も同時に利用できます。 
（２．～３．省略） 
４．次の各号に該当する場合、外国送
金サービスによる外国送金のお取り
扱いはできません。なお、サービス依
頼内容が確定した後で、お取り扱いが
できないこととなった場合であっても、
契約者は当社から契約者へのお取り
扱いできない旨の連絡、およびお取り
扱いできない理由の通知が行われな
いことに同意するものとします。 
 
 

（（1）～（4）省略） 

（5）外国送金サービスによる依頼が当
社所定の取扱日および利用時間の範
囲を超えるとき。 
８．契約者は、外国送金依頼後に受取
人に外国送金資金が支払われていな
い場合など、外国送金取引に疑義が
ある場合は、直ちに申込書記載のお
取引店に照会するものとします。（以
下省略） 
９．～１１．省略 

（（6）～（7）、５．～１１．省略） 

１２．外貨預金入出金明細照会につい
て以下のとおりとします。 以下省略 
 
１．輸入信用状サービスとは、利用者
が使用端末機から行った信用状の開
設および条件変更申込を受け付ける
サービスです。 
２．省略 
３．契約者は、輸入信用状サービスに
よる信用状開設依頼および信用状条
件変更依頼が国際商業会議所制定の
「荷為替信用状に関する統一規則お
よび慣例」に従って取り扱われること
に同意するものとします。また、本規
定に定めのない事項については、契
約者が銀行あてに別途差し入れてい
る「信用状取引約定書」の各条項、お
よび「銀行取引約定書」の各条項に従
うものとします。 
 
 
 
以下次葉 

１．外国送金サービスとは、契約者の
使用端末からの依頼に基づき、契約
者が指定する指定する送金支払指定
口座から送金資金を引き落としのう
え、外国送金の依頼を受け付けるサ
ービスです。当サービスでは、外貨預
金入出金明細照会の機能も同時に利
用できます。 
（２．～３．省略） 
４．次の各号に該当する場合、当サー
ビスによる外国送金のお取り扱いは
できません。なお、サービス依頼内容
が確定した後で、お取り扱いができな
いこととなった場合であっても、契約
者は当社から契約者へのお取り扱い
できない旨の連絡、およびお取り扱い
できない理由の通知が行われないこ
とに同意するものとします。なお、そ
のために生じた損害について当社は
責任を負いません。 

（（1）～（4）省略） 

（5）当サービスによる依頼が当社所
定の取扱日および利用時間の範囲を
超えるとき。 
８．契約者は、外国送金依頼後に受
取人に外国送金資金が支払われてい
ない場合など、外国送金取引に疑義
がある場合は、直ちに申込書記載の
お取引店に当社所定の手続により照
会するものとします。（以下省略） 
９．～１１．省略 

（（6）～（7）、５．～１１．省略） 

本項目は第１３条として表記 
 
 
１．輸入信用状サービスとは、契約者
が使用端末機から行った信用状の開
設および条件変更申込を受け付ける
サービスです。 
２．省略 
３．契約者は、当サービスによる信用
状開設依頼および信用状条件変更依
頼が国際商業会議所制定の「荷為替
信用状に関する統一規則および慣
例」に従って取り扱われることに同意
するものとします。また、本規定に定
めのない事項については、契約者が
銀行あてに別途差し入れている「信用
状取引約定書」の各条項、および「銀
行取引約定書」の各条項に従うものと
します。なお、そのために生じた損害
について当社は責任を負いません。 
 
 
以下次葉 



 

 

変更箇所 変更前 変更後 

第９条輸入信用状
サービス 
 
 
 
第１０条 被仕向送
金サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．次の各号に該当する場合、輸入信
状サービスによる輸入信用状の開設
および条件変更のお取り扱いはでき
ません。（以下省略） 
 
（新  設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下次葉 

４．次の各号に該当する場合、当サー
ビスによる輸入信用状の開設および
条件変更のお取り扱いはできませ
ん。（以下省略） 
 
１．被仕向送金サービスとは、契約者
宛の外国送金が当社（ただし当社の
本支店に限ります）に到着した旨をあ
らかじめ契約者が「りそなビジネスダ
イレクト」の利用者登録メニューで登
録いただいたメールアドレスに通知
し、契約者の使用端末機からの依頼
に基づき、契約者があらかじめ指定
する契約者名義の口座へ当該外国
送金（以下、「被仕向送金」といいま
す）の入金指図を受け付け、入金処
理を行うサービスです（電話での到着
のご案内は行いません）。 
２．当サービスは本規定の第６条第２
項による取引依頼により依頼内容が
確定し、当社所定の手続き等が完了
した時点で成立するものとします。 
 ３．当サービスを利用した被仕向送
金入金依頼は、当社所定の時限まで
に受け付けたものを、当日に受け付
けたものとして取り扱うものとします。
当社所定の時限を過ぎて受け付けし
たものについては、翌営業日に受け
付けしたものとして取り扱います。な
お、営業日とは日本国内における当
社の本支店が営業している日をいい
ます。 
 ４．次の各号に該当する場合、当サ
ービスの取り扱いはできません。ま
た、サービス依頼内容が確定した後
でお取り扱いができないこととなった
場合であっても、契約者は当社から
契約者へ取り扱いできない旨の連絡
およびお取り扱いできない理由の通
知が行われない場合があることに同
意するものとします。なお、そのため
に生じた損害について当社は責任を
負いません。 
   （1）当サービスによる依頼が当社
所定の取扱日および時間の範囲を
超えたとき。 

   （2）直物相場における取引におい
て、外国為替相場が急激に変動し
当社の外国為替相場が市場連動
制に移行したとき。 

   （3）依頼データの入力不備など依
頼内容に瑕疵があったとき。 

５．当社に到着した被仕向送金の通
貨と契約者が被仕向送金入金指図で
指定した入金口座の通貨が異なる場
合に適用される為替相場については
以下の通りとします。      
以下次葉 



 

 

変更箇所 変更前 変更後 

第１０条 被仕向送
金サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１１条 外貨預金
振替サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１０条 外貨預金振替サービス 
１．省略 
２．外貨預金振替サービス利用にあた
っては、「外国送金サービス」または
「輸入信用状サービス」の申込が必要
です。 
３．本サービスは本規定６条第２項に
よる取引依頼により依頼内容が確定
し、当社所定の手続等が完了した時
点で成立するものとします。 
(４．省略) 
 
 
 
 
 
 
 
以下次葉 

   （1）直物相場における取引は、入
金取引日における当社所定の外国
為替相場とします。 

   （2）前号に関わらず、契約者が予
め当社との間で為替予約を締結し
ている場合において、被仕向け送
金入金依頼データに当該為替予約
の予約番号を入力したときには、当
該為替予約の外国為替相場としま
す。 

６．契約者は、外為法等の各種法令
において、当局宛に書類等を提出す
る必要がある場合、当社所定の期間
内に、当社宛に当該書類等を提出す
るものとします。 
７．次の場合には、当社は契約者に
通知することなく、被仕向送金入金手
続きの中止、または取消を行うことが
あります。そのために生じた損害につ
いては、当社は責任を負いません。 
   （1）外為法、その他日本および外
国の法令上取り扱えない被仕向送
金入金の場合。 

   （2）前６．にかかわらず、外為法上
必要な書類等が当社所定の期間
内までに、申込書のお取引店に到
着しない場合。                                   

   （3）送金目的を当社が確認できな
い場合。 

   （4）送金が犯罪にかかわるもので
あると疑われる等相応の事由があ
る場合。 

   （5）本人確認未済の口座への被
仕向送金入金指図取引の場合。 

   （6）被仕向送金入金依頼データの
不備、その他の理由により、依頼さ
れた被仕向送金入金手続を行えな
いと当社が判断した場合。 

 
第１１条 外貨預金振替サービス. 
１．省略 
２．当サービス利用にあたっては、「外
国送金サービス」、「輸入信用状サー
ビス」または「被仕向送金サービス」
の申込が必要です。 
３．当サービスは本規定６条第２項に
よる取引依頼により依頼内容が確定
し、当社所定の手続等が完了した時
点で成立成立するものとします。 
（４．省略） 
 
 
 
 
 
 
 
以下次葉 



 

 

変更箇所 変更前 変更後 

第１１条 外貨預金
振替サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１２条 為替予約
明細照会サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．次の各号に該当する場合、外貨預
金振替サービスの取り扱いはできま
せん。また、サービス依頼内容が確定
した後で取り扱いできないこととなった
場合であっても、契約者は当社から契
約者へ取り扱いできない旨の連絡お
よび取り扱いできない理由の通知が
行われない場合があることに同意する
ものとします。なお、そのために生じた
損害について当社は責任を負いませ
ん。 
（1）～（3）省略 

（4）外貨預金振替サービスによる
依頼が当社所定の時間の範囲を超
えたとき。 

（5）～（8）省略 
６．外貨預金振替サービスに適用され
る為替相場については次のとおりとし
ます 
 （ （1）～（2）、７．省略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下次葉 

５．次の各号に該当する場合、外貨預
金振替サービスの取り扱いはできま
せん。また、サービス依頼内容が確
定した後で取り扱いできないこととな
った場合であっても、契約者は当社か
ら契約者へ取り扱いできない旨の連
絡および取り扱いできない理由の通
知が行われない場合があることに同
意するものとします。なお、そのため
に生じた損害について当社は責任を
負いません。 
（1）～（3）省略 

（4）当サービスによる依頼が当
社所定の時間の範囲を超えたと
き。 

（5）～（8）省略 
６．当サービスに適用される為替相場
については次のとおりとします 
（ （1）～（2）、７．省略） 
 
 
１．為替予約明細照会サービスとは、
契約者が当社と締結した為替予約取
引（通貨オプションの行使により成立
する為替予約取引をふくみます。以下
同じ）の締結明細、残高明細、履行明
細、および基準日時点における時価
情報を契約者の為替予約取引管理
のための情報として、契約者の照会
に基づいて提供を行うサービスです。 
２．当サービスにより提供される情報
については、情報を提供した時点に
おける最新の取引内容に基づく更新
が行われていない場合があります。 
３．当サービスは当社所定の時間内
に限り利用可能なものとします。な
お、当社はこの時間を契約者に事前
に通知することなく、変更することが
あります。 
４．当サービスにおける時価情報の取
り扱いについては以下の点にご留意
ください。 

（1）契約者が財務諸表等におい
て開示する為替予約取引の時価に
ついては、契約者において公認会
計士等に相談の上、契約者自身の
責任において対応するものとしま
す。 

（2）当サービスにより提供される
対象取引の時価評価額および含み
損益は、基準日時点において当社
が定める金利・為替レート等を利用
し、当社所定の算式により算出され
る理論値であり、実際に取引が行
われる場合における取引条件や取
引結果等と一致するものではあり
ません。               

以下次葉 



 

 

変更箇所 変更前 変更後 

第１２条 為替予約
明細照会サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１３条 外貨預金
入出金明細照会サ
ービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１４条 手数料等 
 
第１５条 取引内容
の確認 
 
第１６条 届出事項
の変更等 
 
第１７条 免責事項 
 
 
第１８条  海外から
の利用 
 
第１９条 通知手段 
 
第２０条  サービス
の休止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第８条 外国送金サービスの取り扱い 
の １２． を 第１３条として独立表記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１１条 手数料等 
 
条１２ 取引内容の確認 
 
 
第１３条 届出事項の変更等 
 
 
第１４条 免責事項 
 
 
第１５条 海外からの利用 
 
 
第１６条 通知手段 
 
第１７条 サービスの休止 
１．当社はシステムの維持、安全性の
維持、その他必要な事由がある場合
は、サービスの休止時期および内容
について第１６条の通知手段によりお
知らせのうえ、本サービスを一時停止
または中止することができるものとし
ます。                   
 
 
以下次葉 

（3）当サービスは、新たな取引の
勧誘を目的とするものではありませ
ん。また、当サービスは当社が新し
い取引や対象取引の中途解約を
保証するものではありません。 

（4）当サービスによる情報提供
にあたって使用される表示項目お
よび表示内容については、予告な
しに変更する場合があります。 

 
１．外貨預金入出金明細照会サービ
スとは、契約者の照会に基づいて、外
貨預金照会対象口座の残高・入出金
明細の情 
報を提供するサービスです。 
２．当社は契約者から別途申出があ
る場合を除き、送金支払指定口座とし
て登録された外貨預金口座について
当サービスを提供します。 
３．当サービスでは当社が定める期
間の取引内容を回答します。ただし、
当社はこの期間を契約者に事前に通
知することなく変更することがありま
す。 
４．当社から当サービスにより回答し
た内容について、契約者から依頼の
あった各種サービスの取引について
訂正があった場合やその他の理由に
より変更があった場合には、内容が
変更される場合があります。 
 
第１４条 手数料等 
 
第１5条 取引内容の確認 
 
 
第１６条  届出事項の変更等 
 
 
第１７条 免責事項 
 
 
第１８条 海外からの利用 
 
 
第１９条 通知手段 
 
第２０条 サービスの休止 
１．当社はシステムの維持、安全性の
維持、その他必要な事由がある場合
は、サービスの休止時期および内容
について第１９条の通知手段によりお
知らせのうえ、本サービスを一時停止
または中止することができるものとし
ます。                   
 
 
以下次葉 



 

 

変更箇所 変更前 変更後 

 
第２０条  サービス
の休止 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２１条  サービス
の廃止 
 
 
 
 
 
 
第２２条  サービス
内容の追加 
 
第２３条 規定の変
更 
 
第２４条 業務委託
の承諾 
 
第２５条 規定の準
用 
 
第２６条 解約等 
 
 
第２７条 譲渡・質入
れ等の禁止 
 
 
第２８条 契約期間 
 
第２９条  準拠法と
合意管轄 

２．ただし、本条第１項の規定にかか
わらず緊急かつやむを得ない場合に
限り、当社は契約者へ事前に通知す
ることなく本サービスを一時停止また
は中止できるものとします。この場合
は、この休止の時期および内容につ
いて第１６条の通知手段により後ほど
お知らせします。 
（以下省略） 
 
第１８条 サービスの廃止 
１．当社は、廃止内容を第１６条の通
知手段によりお知らせのうえ、本サー
ビスで実施しているサービスの全部ま
たは一部を廃止することができるもの
とします。 
（以下省略） 
 
第１９条 サービス内容の追加 
 
 
第２０条 規定の変更 
 
 
第２１条 業務委託の承諾 
 
 
第２２条 規定の準用 
 
 
第２３条 解約等 
 
 
第２４条 譲渡・質入れ等の禁止 
 
 
 
第２５条 契約期間 
 
第２６条 準拠法と合意管轄 
 

２．ただし、本条第１項の規定にかか
わらず緊急かつやむを得ない場合に
限り、当社は契約者へ事前に通知す
ることなく本サービスを一時停止また
は中止できるものとします。この場合
は、この休止の時期および内容につ
いて第１９条の通知手段により後ほど
お知らせします。 
（以下省略） 
 
第２１条 サービスの廃止 
１．当社は、廃止内容を第１９条の通
知手段によりお知らせのうえ、本サー
ビスで実施しているサービスの全部ま
たは一部を廃止することができるもの
とします。 
（以下省略） 
 
第２２条 サービス内容の追加 
 
 
第２３条 規定の変更 
 
 
第２４条 業務委託の承諾 
 
 
第２４条 規定の準用 
 
 
第２６条 解約等 
 
 
第２７条 譲渡・質入れ等の禁止 
 
 
 
第２８条 契約期間 
 
第２９条準拠法と合意管轄 
 

 

以上 


